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全
国一斉

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
強
化
週
間

　

女
性
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問
題
に

つ
い
て
、専
用
電
話
に
よ
る
相
談
を
受
け
付
け

ま
す
。

日�

11
月
12
日
㈮
～
18
日
㈭
午
前
8
時
30
分
～

午
後
7
時

※
13
日
㈯
、14
日
㈰
は
午
前
10
時
～
午
後
5
時

相
談
電
話
番
号

0
5
7
0
･
0
7
0
･
8
1
0

相
談
担
当
／
法
務
局
職
員
、人
権
擁
護
委
員

他
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

問�

さ
い
た
ま
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

　
（

0
4
8
･
8
5
9
･
3
5
0
7
）

助
産
師
に
よ
る

個
別
マ
タ
ニ
テ
ィ
レ
ッ
ス
ン

日�

11
月
12
日
㈮
①
午
前
9
時
30
分
～
、②
午
前

10
時
45
分
～

11
月
22
日
㈪
①
午
後
1
時
30
分
～
、②
午
後

2
時
45
分
～

場
役
場
2
階
す
く
す
く
テ
ラ
ス

対
町
内
在
住
の
妊
婦
と
そ
の
同
居
家
族
1
人

定
各
回
と
も
1
組（
申
込
順
）

内
1
時
間
程
度
の
個
別
の
母
親
学
級

申�

問
事
前
に
、す
く
す
く
テ
ラ
ス（

5
8
0 

･
4
0
4
0
）へ
。

30
代
･
40
代
で
も
大
丈
夫
！

正
社
員
に
な
ろ
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　

30
代
･40
代
の
方
を
正
社
員
と
し
て
積
極
的

に
採
用
す
る
県
内
企
業
50
社
が
参
加
す
る
合
同

企
業
説
明
会
･
面
接
会
を
開
催
し
ま
す
。ま
た
、

合
同
企
業
説
明
会
の
前
に
は
、正
社
員
就
職
に

役
立
つ
研
修
や
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
が

受
け
ら
れ
ま
す
。

日
11
月
24
日
㈬
正
午
～
午
後
4
時

場
ソ
ニ
ッ
ク
シ
テ
ィ
ビ
ル
地
下
展
示
場

対�

お
お
む
ね
30
代・40
代
で
、県
内
企
業
へ
の
正

社
員
就
職
を
目
指
す
方

申�

問
事
前
に
、埼
玉
県
正
社
員
に
な
ろ
う
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
事
務
局（

0
1
2
0
･
5
5
5 ･ 

8
4
3
）へ
。

開
催
し
ま
す
！

求
人
企
業
合
同
説
明
会

日�

11
月
25
日
㈭
午
後
1
時
～
4
時（
受
付
正
午

～
3
時
30
分
）

場�

ソ
ニ
ッ
ク
シ
テ
ィ
ビ
ル
4
階
市
民
ホ
ー
ル

（
大
宮
駅
西
口
徒
歩
約
4
分
）

対�

令
和
4
年
3
月
に
大
学
･
短
大
･
専
門
学
校

等
を
卒
業
見
込
み
の
方
、ま
た
は
卒
業
後
3

年
以
内
の
方

持
履
歴
書
複
数
枚

費
無
料

申
不
要

他�
参
加
企
業
名
は
開
催
2
週
間
前
よ
り
県
雇

用
対
策
協
議
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
掲
載

予
定
で
す
。

問�

県
雇
用
対
策
協
議
会

（

0
4
8･6
4
7･4
1
8
5
）

初
回
献
血
＋
ラ
ブ
ラ
ッ
ド
登
録

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
実
施
中
！

　

県
と
県
赤
十
字
血
液
セ
ン
タ
ー
で
は「
初
回

献
血
＋
ラ
ブ
ラ
ッ
ド
登
録
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」を
実

施
し
て
い
ま
す
。

　
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
期
間
中
、初
め
て
献
血
を
さ

れ
て
複
数
回
献
血
ク
ラ
ブ「
ラ
ブ
ラ
ッ
ド
」に
会

員
登
録
い
た
だ
い
た
方
に
、埼
玉
県
限
定
の
す

て
き
な
記
念
品
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
ま
す
。「
今

ま
で
献
血
を
し
た
こ
と
が
な
い
」と
い
う
方
は
、

こ
の
機
会
に
献
血
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
ま
せ

ん
か
。

※
プ
レ
ゼ
ン
ト
は
無
く
な
り
次
第
終
了

複
数
回
献
血
ク
ラ
ブ「
ラ
ブ
ラ
ッ
ド
」と
は

　

日
本
赤
十
字
社
提
供
の
Ｗ
ｅ
ｂ
会
員
サ
ー

ビ
ス
で
、会
員
登
録
し
て
ポ
イ
ン
ト
を
貯
め
る

と
、記
念
品
と
交
換
が
で
き
る
な
ど
の
特
典
が

あ
り
ま
す
。

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
期
間
／
11
月
30
日
㈫
ま
で

場�

県
内
７
カ
所（
さ
い
た
ま
市
、所
沢
市
、越
谷

市
、川
越
市
、鴻
巣
市
、熊
谷
市
お
よ
び
川
口

市
）の
献
血
ル
ー
ム
、ま
た
は
県
内
を
巡
行
す

る
献
血
バ
ス

問�

県
薬
務
課

（

0
4
8
･
8
3
0
･
3
6
3
5
）

募
集
し
ま
す
！

埼
玉
県
地
球
温
暖
化
防
止
活
動
推
進
員

　

県
で
は
、地
域
に
お
け
る
地
球
温
暖
化
防
止

普
及
活
動
の
担
い
手
で
あ
る「
埼
玉
県
地
球
温

暖
化
防
止
活
動
推
進
員
」を
募
集
し
ま
す
。

任 

期
／
2
年（
令
和
4
年
4
月
～
令
和
6
年

3
月
）

申�

県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
募
集
要
領
で
応
募
要

件
等
を
確
認
の
う
え
、11
月
30
日
㈫
ま
で
に

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※�「
埼
玉
県�

地
球
温
暖
化
防
止
活
動
推
進
員
」

で
検
索�

問�

県
温
暖
化
対
策
課

（

0
4
8
･
8
3
0
･
3
0
3
3
）

募
集
し
ま
す
！

金
子
兜
太
記
念
秩
父
鉄
道
の
俳
句

応 

募
作
品 

／
秩
父
鉄
道
や
沿
線
風
景
等
を
題

材
と
し
た
俳
句

応 

募
規
定
／
①
規
定
の
用
紙（
秩
父
鉄
道
の
各

駅
に
設
置
）に
よ
る
こ
と
、②
規
定
の
用
紙
1

枚
に
つ
き
3
句
ま
で
と
し
、1
人
3
枚
ま
で
、

③
未
発
表
の
も
の
に
限
る
、④
必
要
事
項
を

も
れ
な
く
記
載
す
る
こ
と

選
者
／
内
野
修
氏

応
募
期
限
／
12
月
3
日
㈮
必
着

選 

考
／
特
選
3
句
、入
選
10
句
、佳
作
30
句
と

し
、そ
れ
ぞ
れ
賞
品
を
贈
呈
し
ま
す（
入
賞
句

の
数
は
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）。

発 

表
／
令
和
4
年
3
月
ご
ろ
に
入
賞
者
に
通

知
し
ま
す
。ま
た
、入
賞
句
を
秩
父
鉄
道

各
駅
に
掲
示
す
る
予
定
で
す
。

他�

応
募
作
品
の
著
作
権
は
、協
議
会
に
帰

属
し
ま
す
。

応 

募
方
法
／
秩
父
鉄
道
各
駅
へ
提
出
す
る

か
、協
議
会
事
務
局
あ
て
に
郵
送
し
て

く
だ
さ
い
。

問�

秩
父
鉄
道
整
備
促
進
協
議
会
事
務
局

（
熊
谷
市
企
画
課
内
）（
熊
谷
市
宮
町
2
―

4
7
―
1
、
5
2
4
･
1
1
1
1
内
線

5
2
9
）入

学
前
に
支
給
し
ま
す
！

「
新
入
学
準
備
費
」の
お
知
ら
せ

　
町
で
は
、来
年
4
月
に
町
立
の
小
･
中
学

校
に
入
学
す
る
お
子
さ
ん
が
い
る
ご
家
庭

で
、経
済
的
に
お
困
り
に
な
っ
て
い
る
保
護

者
の
方
に
対
し
、新
入
学
準
備
費
用
の
一
部

を
援
助
し
ま
す
。

対�

①『
児
童
扶
養
手
当
法
』に
よ
る「
児
童

扶
養
手
当
」を
受
給
さ
れ
て
い
る
世
帯

（
児
童
手
当
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
）、②
令
和
3
年
度
、ま
た
は

そ
の
前
年
度
に
お
い
て
町
民
税
が
非
課

税
の
世
帯
、③
保
護
者
の
職
業
が
不
安

定
等
の
理
由
で
、生
活
保
護
に
準
ず
る

程
度
に
お
困
り
の
世
帯

※�

こ
の
ほ
か
に
も
援
助
を
受
け
ら
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、詳
細
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

申�

12
月
22
日
㈬
ま
で
に
、教
育
総
務
課
、ま

た
は
各
小
学
校
に
申
請
用
紙
等
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。申
請
用
紙
は
、各
提
出

先
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

他�

新
入
学
準
備
費
の
支
給
を
受
け
た
方

は
、令
和
4
年
度
就
学
援
助
費
の
う
ち

「
新
入
学
児
童
生
徒
学
用
品
費
等
」は
支

給
さ
れ
ま
せ
ん
。

問
教
育
総
務
課（

内
線
5
1
2
）

　骨髄バンクとは､正常に血液が作られなくなった
血液疾患等の方の治療として､血縁関係のない健康
な方(非血縁者)から提供される骨髄液や末梢血幹
細胞の移植を行うための制度です｡
　患者さんと提供者の血液組織が適合する確率は､
兄弟姉妹間でも4分の1､非血縁者間になると数百
～数万分の1と非常に低いといわれています｡骨髄
移植と末梢血幹細胞移植は患者さんにとって大き
な希望です｡提供者(ドナー)になるには事前に登録
が必要です｡希望するすべての患者さんがチャンス
を得るために､一人でも多くの方のドナー登録をお
願いします｡詳細は日本骨髄バンクのホームページ
をご覧ください｡

ご協力ください！ 骨髄バンク登録

町ではドナー登録後､骨髄等を提供した方に助成金
を交付しています｡

▶�対象／寄居町に住民登録があり､(公財)日本骨髄
バンクが実施する骨髄バンク事業で､骨髄等の提
供を完了した方
※ 国､地方公共団体､独立行政法人およびドナー休暇の取得が可

能な事業所に勤務する方は除きます｡

▶�助成金額／�1日当たり2万円��
※1回の提供につき7日を上限

▶��申請期限／骨髄等の提供が完了した日から原則
90日以内
▶�その他／必要書類等の詳細は､健康づくり課へお
問い合わせください。

申 健康づくり課( 内線211･212)

寄居町骨髄移植ドナー支援事業

日本骨髄バンク
ホームページ

特別障害者手当･
障害児福祉手当のご案内

　特別障害者手当･障害児福祉手当は､著しく重度の障
害を有し､日常生活において常時特別な介護を必要とす
る障害者に対して､負担の軽減を図るために支給される
手当です｡手当の支給には申請が必要となりますので､詳
しくは福祉課へお問い合わせください｡

特別障害者手当
在宅での日常生活において､重度の障害ゆえに特に必
要とされる介護等の負担を軽減するための手当です｡
�▶ 対象／20歳以上で､精神または身体の重度の障害によ
り､日常生活において常時特別の介護を要する状態に
ある方

▶ 手当額／月額27,350円(令和3年度)
障害児福祉手当
在宅の重度障害児の方に対する福祉の措置の一環とし
て実施されている手当です。
▶ 対象／20歳未満で､身体障害者手帳の1級の一部およ
び2級の一部の方､療育手帳Ⓐ相当の方､ならびに精神
障害等で同程度の障害を有する方

▶ 手当額／月額14,880円(令和3年度)
申 福祉課( 内線121)

「エスカレーターの安全利用について」
詳しくは県ホームページをご覧ください。

日時日 場所場 対象対 定員定 持ち物持 内容内 費用費 申し込み申 その他他 問い合わせ問
電話 メールHPホームページFAX ファックス0120･048･392寄居町防災行政無線テレホンサービス581･2121（代表）寄居町役場


